
  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下記は通常のマル経制度の内容です。 

マル経融資とは小規模事業者経営改善資金貸付のことで、無担保・無保証人・低金利

の融資です。商工会議所が推薦することで、政府系金融機関「日本政策金融公庫」 

より貸付が受けられます。 

貸付限度額 １，５００万円 以内  

返済期間  運転資金 ７年以内 設備資金  １０年以内  

   （※据置期間は運転資金１年、設備資金２年） 

利   率  固定金利 １．９５％（平成２３年５月１０日現在）  

返済方法  元金均等の月々払  

ご利用頂ける事業所（以下の要件をすべてを満たす方） 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

以下のような場合にご利用下さい 

【お知らせ】 

東日本大震災への資金繰り支援策とし 災害マル経が新設！  
災害マル経とは・・・ 

当初のマル経融資とは別枠で１，０００万円の限度額で当初３年間は軽減利率が適用される融資制度です。 

 

●貸付対象者 東日本大震災により直接又は間接的に被害（風評被害、計画停電、自粛による被害等は含ま

れない。）を受け、かつ、罹災証明書、被害証明書等を提出できる方。 

 

●貸付利率《1,000 万円の限度額の範囲内において》 

 貸付日から当初３年間 基準利率－1.2％ 

 貸付日から３年経過後  基準利率－0.3％（特利Ｆ） 


